
【台風による窓口休止について】 

個人通関を予定されている皆様へ 

台風により暴風警報が発令され、かつ、公共交通機関が運休してい

る地域においては、沖縄地区税関では窓口業務を休止する場合があり

ます。 

個人通関を予定されている方は、事前に担当部門又は総務部総務課

（098-996-5506）へご確認いただきますようお願いいたします。 

https://www.customs.go.jp/okinawa/10_sodan/index.htm



